


























10) 景観 

本事業における予測において、不確実性を伴うため、影響の程度を把握することを目的として、存

在・供用時における施設の存在に伴う景観の状況等について事後調査を実施する。 

また、環境保全措置の実施状況について、現地確認及び関係資料の整理により確認する。 

事後調査の内容は、表 13.2-10 に示すとおりである。 

 

表 13.2-10 事後調査の内容（存在・供用時） 

項目 調査項目 調査期間・頻度 調査地点 
（図 13.2-8 参照） 

調査方法 

施設の存在 眺望景観 
 

施設の稼働が定常の
状態となる時期の冬
季１回 

対象事業実施区域
周辺地域11地点（現
地調査地点に同じ） 
 

写真撮影による 
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11) 廃棄物等 

本事業における予測において、不確実性を伴うため、影響の程度を把握することを目的として、工

事中における造成等の工事、並びに存在・供用時における施設の稼働に伴う廃棄物等の状況等につい

て事後調査を実施する。 

また、環境保全措置の実施状況について、現地確認及び関係資料の整理により確認する。 

事後調査の内容は、表 13.2-11 に示すとおりである。 

 

表 13.2-11（1/2） 事後調査の内容（存在・供用時） 

項目 調査項目 調査期間・頻度 調査地点 調査方法 

造成等の工事 廃棄物等 
（廃棄物発生量、再資
源化率、最終処分量） 

工事期間内 対象事業実施区域
内 
 

工事の実施状況、廃棄物の
処理実績の把握・集計によ
る方法 

 

表 13.2-11（2/2） 事後調査の内容（存在・供用時） 

項目 調査項目 調査期間・頻度 調査地点 調査方法 

施設の稼働 廃棄物等 
（廃棄物発生量、再資
源化率、最終処分量） 

施設の稼働が定常の
状態となる時期の１
年間 

対象事業実施区域
内 
 

運転記録、廃棄物の処理実
績の把握・集計による方法 

 

12) 温室効果ガス等 

本事業における予測において、不確実性を伴うため、影響の程度を把握することを目的として、工

事中における建設機械の稼働及び資材運搬等の車両の走行、並びに存在・供用時における施設の稼働

及び自動車等の走行に伴う温室効果ガス等の状況等について事後調査を実施する。 

また、環境保全措置の実施状況について、現地確認及び関係資料の整理により確認する。 

事後調査の内容は、表 13.2-12 に示すとおりである。 

 

表 13.2-12（1/2） 事後調査の内容（工事中） 

項目 調査項目 調査期間・頻度 調査地点 調査方法 

建設機械の稼働 
資材運搬等の車
両の走行 

温室効果ガス 工事期間内 対象事業実施区域
内 
 

工事の実施状況等の記録の
把握・集計による方法 

 

表 13.2-12（2/2） 事後調査の内容（存在・供用時） 

項目 調査項目 調査期間・頻度 調査地点 調査方法 

施設の稼働 
自動車等の走行
（ごみ収集車両
等の走行） 

温室効果ガス 
 

施設の稼働が定常の
状態となる時期の１
年間 

対象事業実施区域
内 
 

施設の稼働状況等の記録の
把握・集計による方法 

 

13) 事後調査の工程 

本事業の実施にあたり、調査を予定する事後調査の工程を表 13.2-13 に示す。 
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3 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対応方針 

事後調査の結果、環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合は、調査結果を検討し、必要に

応じて影響要因を推定するための調査等を行う。その結果、環境影響が本事業に起因すると判断され

る場合は、改善のための措置等を行う。 

4 事後調査の実施体制 

1) 事後調査書の提出時期

事後調査書は、工事中については、工事期間終了後、存在・供用時については、施設の供用後に実

施する調査完了後の適切な時期に提出するものとし、提出時期は表 13.4-1 に示す予定とする。 

表 13.4-1 事後調査書の提出時期（予定） 

区分 提出時期 

工事中 工事期間（～令和 14 年度後）の終了後、速やかに提出するものとし、令和 16 

年度を目安とする。 

存在・供用時 供用開始（令和 15 年度）後、１年間調査を実施、完了後、速やかに提出するも

のとし、令和 16 年度とする。 

2) 事後調査を実施する主体

事後調査は、都市決定権者である伊奈町が実施する。
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